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杉
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盛
山
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

丸
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斉
藤
国
務
大
臣

齋
藤
国
務
大
臣

内
閣
官
房
長
官

9

内
閣
官
房
副
長
官

励鎧 熱 △

新
藤
国
務
大

自 河
野
国
務
大

見
国
務
大

I

内
閣
総
務
官

村 市士 屋

国
務
大
臣
“
雲
抑季

国
務
大
臣

生
栄
二

’

1内 閣 9

人
事
官
に
任
命
す
る
伊
藤
国
務
大
臣
釣

鈴
木
国
務
大
臣

Ｉ
ｒ

上
川
国
務
大
臣

小
泉
国
務
大
臣
歩
坂

本
国
務
大
臣
樋

内
閣
人
第
ム
ハ
上
八
号

起案

令
和
ン
ノ、

年
四
月
一

ノ

日

、

裁
可
令
和
年
月
日
公
布

令
和
年
月
日

上
奏
令
和
六
年
四
月
二
五
日

施
行

令
和
年
月
日

決
定
令
和
六
年
四
月
一
必
日
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甲
糾
ｒ
岨
釘
引
１
判
命

（
四
月
二
十
五
日
）



(案）

内閣人第

令和6年

巨
万
［
口月

}あ℃,各”
衆議院議長

一、

参議院議長

内

内閣総理大臣

、

知通

下記のとおり発令いたしました。

記

生士 栄 二

人事官に任命する
ｊ
４

(4月25日付）



現
住
所

平
成
一
四
、

一
一
ハ
、

一
七
、

二
○
、

一
一
一
一
、

二
四
、

昭
和
六
一
、

七 八四三九 八七 七

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

厚
生
省
採
用

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
企
画
官

同
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
福
祉
人
材
確
保
対
策
官

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
総
務
官
室
）

厚
生
労
働
省
老
健
局
振
興
課
長

同
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
長

同
医
政
局
国
立
病
院
課
長

履
歴
書

句

１
１
１
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

1

F

』

は

土
生
栄
二

昭
和
三
七
年
七
月
二
一
日
生

ぶ

え
い
じ
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現
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○ 九七五元
， 、

笂 四二
、 、 、 、 、 、 、

職

八七七 七九七
一
ハ七

同
総
務
課
長

内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
総
務
官
室
）

同
・
内
閣
総
務
官
室
内
閣
総
務
官

（
併
）
内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
人
事
政
策
統
括
官

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
総
括
審
議
官

同
大
臣
官
房
長

同
老
健
局
長

内
閣
官
房
内
閣
審
議
官

（
命

退
職

な
し

…

内
閣
官
房
一
プ
《
ン

0

（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）

ダ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
実
現
会
議
事
務
局
長



今
二
十
六
日
本
院
は
人
事
官
に
土
生
栄
二
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

よ
っ
て
こ
こ
に
通
知
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

令
和
六
年
三
月
二岸

’

田
文
雄
殿

一
ハ
ｐ
Ｈ

八

衆
議

衆
議
院
事
務
総
長

ム
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毎
国
■
『
塵
》
』
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今
二
十
八
日
本
院
は
人
事
官
に
土
生
栄
二
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

よ
っ
て
こ
こ
に
通
知
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄
殿

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

I

凸

参
議
院
事
務
総
長

参
議
院
議
長
尾
辻
秀

．、

小
+

林
史

参
蝿
隣

日
酬
１
１
１
０
町
。

》
●
挫
侭
・
マ
ー

'1 ｛ ， ，、 #･‘馴

騒理患’
6
℃ ｡ ●



ド

ム

国
家
公
務
員
法
（
抄
）

（
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
法
律
第
百
二
十
号
）

（
職
員
）

第
四
条
人
事
院
は
、
人
事
官
三
人
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②
人
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
総
裁
と
し
て
命
ぜ
ら
れ
る
。

〔
第
三
項
及
び
第
四
項
略
〕

（
人
事
官
）

第
五
条
人
事
官
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
民
主
的
な
統
治
組
織
と
成
績
本

位
の
原
則
に
よ
る
能
率
的
な
事
務
の
処
理
に
理
解
が
あ
り
、
か
つ
、
人

事
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
年
齢
三
十
五
年
以
上
の
者
の
う
ち
か

ら
、

；
②
刈
割
創
刎
倒
剣
剛
１
対
劉
洲
制
調
制
引
１

③
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
人
事
官
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

一
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
罪
を

犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
第
三
十
八
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者

④
任
命
の
日
以
前
五
年
間
に
お
い
て
、
政
党
の
役
員
、
政
治
的
顧
問
そ

の
他
こ
れ
ら
と
同
様
な
政
治
的
影
響
力
を
有
す
る
政
党
員
で
あ
っ
た
者

又
は
任
命
の
日
以
前
五
年
間
に
お
い
て
、
公
選
に
よ
る
国
若
し
く
は
都

道
府
県
の
公
職
の
候
補
者
と
な
っ
た
者
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
官
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑤
人
事
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
、
同
一
の
政
党

に
属
し
、
又
は
同
一
の
大
学
学
部
を
卒
業
し
た
者
と
な
る
こ
と
と
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

（
宣
誓
及
び
服
務
）

第
六
条
人
事
官
は
、
任
命
後
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

最
高
裁
判
所
長
官
の
面
前
に
お
い
て
、
宣
誓
書
に
署
名
し
て
か
ら
で
な

け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②
第
三
章
第
七
節
の
規
定
は
、
人
事
官
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
任
期
）

第
七
条

人
事
官
の
任
期
は
、
四
年
と
す

前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す
る
。

る
◎

但
し
、

補
欠
の
人
事
官
は
、

②
人
事
官
は
、
こ
れ
を
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
引
き
続
き

十
二
年
を
超
え
て
在
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③
人
事
官
で
あ
っ
た
者
は
、
退
職
後
一
年
間
は
、
人
事
院
の
官
職
以
外

の
官
職
に
、
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



（
人
事
官
の
給
与
）

第
十
条
人
事
官
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
総
裁
）

第
十
一
条
人
事
院
総
裁
は
、
人
事
官
の
中
か
ら
、
内
閣
が
、
こ
れ
を
命

ず
る
。

②
人
事
院
総
裁
は
、
院
務
を
総
理
し
、
人
事
院
を
代
表
す
る
。

③
人
事
院
総
裁
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
人
事
院
総
裁
が
欠
け
た
と

き
は
、
先
任
の
人
事
官
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
人
事
院
会
議
）

第
十
二
条
定
例
の
人
事
院
会
議
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
少
な
く
と
も
一
週
間
に
一
回
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
開
催
す

る
こ
と
を
常
例
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

〔
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
略
〕

（
人
事
院
の
職
員
の
兼
職
禁
止
）

第
十
五
条
人
事
官
及
び
事
務
総
長
は
、
他
の
官
職
を
兼
ね
て
は
な
ら
な

附
則
（
抄
）

第
二
条
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
大
学
学
部
に
は
、
旧
大
学
令
（
大

正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
規
定
す
る
大
学
学
部
及
び
旧
専
門

学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
専
門
学
校

を
含
む
も
の
と
す
る
。

い
◎
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